
    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1005 

 

 

目    次 

◇告    示◇ 

○平成 29年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） ······ 1008 

○平成 29年度決算に基づく資金不足比率の公表について（上下水道局企画経営課）

 ····································································· 1009 

○那覇市ハイサイ市民課窓口業務においての証明書及び許可証交付に伴う手数料の

収納事務委託について（ハイサイ市民課） ······························· 1009 

○平成 29年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財政課） 

 ····································································· 1010 

○平成 29年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（まちなみ整備課）

 ····································································· 1020 

○平成 29年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書         

（国民健康保険課・特定健診課） ······································· 1024 

○平成 29年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（まちなみ整備課）

 ····································································· 1029 

○平成 29年度年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書         

（ちゃーがんじゅう課） ··············································· 1032 

○平成 29年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国民健康保険課）

 ····································································· 1037 

○平成 29年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） ···· 1040 

○平成 29年度那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算書   

（子育て応援課） ····················································· 1042 

○平成 29年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について      

（上下水道局企画経営課） ············································· 1045 

○平成 29年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について     

（上下水道局企画経営課） ············································· 1053 

第１７２７号 

毎月２回 １，１５日発行 

発  行  所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市総務部総務課 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1006 

 

◇公    告◇ 

○那覇市役所本庁舎駐車場借受者公募による制限付き一般競争入札の実施について

（管財課） ··························································· 1060 

○平成 31・32年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付につい

て（法制契約課） ····················································· 1063 

○平成 31年度（2019年度）那覇市物品購入等入札参加資格審査申請（追加申請）

の受付について（法制契約課） ········································· 1064 

○平成 31・32年度（2019・2020年度）那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制

限付一般競争入札参加資格審査申請の受付について（法制契約課） ········· 1066 

◇上下水道局告示◇ 

○那覇市排水設備指定工事店の異動について ····························· 1068 

○那覇市排水設備指定工事店の新規指定について ························· 1068 

○那覇市排水設備指定工事店の異動について ····························· 1069 

◇選挙管理委員会告示◇ 

○公営ポスター掲示場の設置場所について ······························· 1071 

○公営ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日について  

 ····································································· 1080 

○選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日について ··· 1080 

○直接請求に要する選挙権を有する者の数について ······················· 1081 

○那覇市長選挙の期日について ········································· 1082 

○投票用紙の色について ··············································· 1082 

○投票所について ····················································· 1083 

○投票管理者及びその職務代理者の氏名等について ······················· 1086 

○期日前投票所について ··············································· 1088 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1007 

 

○期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について   

 ····································································· 1089 

○投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について  

 ····································································· 1091 

○選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について ··········· 1091 

○選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について ··················· 1092 

○開票事務と選挙会事務の合同について ································· 1092 

○選挙会の場所及び日時について ······································· 1093 

○選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について ········· 1094 

○選挙運動に関する支出金額の制限額について ··························· 1094 

○期日前投票所における投票管理者の氏名等の変更について ··············· 1095 

◇那覇市長選挙選挙長告示◇ 

○選挙長の事務を行う場所について ····································· 1096 

○選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について ····················· 1097 

○候補者の届出について ··············································· 1097 

◇福祉事務所長訓令◇ 

○那覇市福祉事務所事務専決規程の一部を改正する訓令 ··················· 1098 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1008 

 

告    示 

 

平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率の公表について（財政課） 

那覇市告示第 298 号  

平成 30 年 10 月９日  

掲 示 済  

 

 

平成 29年度決算に基づく健全化判断比率の公表について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成29年

度決算に基づく健全化判断比率を次のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 29年度決算に基づく健全化判断比率  （単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質 

赤字比率 

実質公債費比率 将来負担比率 

健全化判断比率 － － 12.2 77.5 

(注) 実質赤字比率、連結実質赤字比率の欄において「－」と表記されている場合、

実質赤字額、連結実質赤字額がないことを表している。 

  

（参考)                                      

（単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質 

赤字比率 

実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

(注) 早期健全化基準：４指標のうち１つでも、健全化判断比率がこの基準以上とな

った場合は、「財政健全化計画」を策定し、自主的かつ計画的に財政の健全化に取り

組むことになる。 

(注) 財政再生基準：将来負担比率を除く３指標のうち１つでも、健全化判断比率が

この基準以上となった場合は、「財政再生計画」を策定し、国等の監督の下、確実な

財政再建に取り組むことになる。 
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平成 29 年度決算に基づく資金不足比率の公表について（上下水道局

企画経営課） 

那覇市告示第 319 号  

平成 30年 10月 18日  

掲 示 済  

 

平成 29年度決算に基づく資金不足比率の公表について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22条第１項の規定により、平成 29

年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり公表する。 

 

                       那覇市長 城 間 幹 子  

 

平成 29年度決算に基づく資金不足比率          （単位 ： ％） 

会計区分 資金不足比率 経営健全化基準 

  那覇市水道事業会計 ― 
20.0  

  那覇市下水道事業会計 ― 

        

 （備考） 各会計の資金不足比率の欄において、「―」が表記されている場合

は、資金の不足額が発生していないことを表す。 

 

 

 

 

那覇市ハイサイ市民課窓口業務においての証明書及び許可証交付に

伴う手数料の収納事務委託について（ハイサイ市民課） 

那覇市告示第 327 号  

平成 30年 10月 22日  

掲 示 済  

 

 

那覇市ハイサイ市民課窓口業務においての証明書及び許可証交付に伴う 

手数料の収納事務委託について 

 

 

 標記の件について、地方自治法施行令第 158条第２項及び那覇市会計規則第 34

条第２項により告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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 １ 受託事務の名称 

那覇市ハイサイ市民課窓口業務委託 

 

 ２ 受託者名称及び所在地 

那覇市ハイサイ市民課窓口業務運営連合体 

代表者 那覇市おもろまち４丁目 19番 30号 新都心 DLビル４F 

株式会社 PBコミュニケーションズ 

支社長  古謝 さつき 

 

構成員 那覇市久茂地３丁目１番１号 日本生命那覇ビル 

株式会社 沖縄コングレ 

代表取締役  武内 紀子 

 

 ３ 受託期間 

    平成 30年 11月１日 ～ 平成 34年 10月 31日 

 

 

 

 

平成29年度那覇市一般会計歳入歳出決算書及び監査委員意見概要（財

政課） 

那覇市告示第 343 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

 平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市一般

会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市監査委員より提出された、平成 29年度（2017年度）那覇市一般会計及び

特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見書の概要 

 

 審査の結果 

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び各基金の運用状況を示す書類は、法令に

準拠して作成されており、計数に誤りはないものと認めた。 

予算の執行状況については、おおむね適正になされているものと認めた。 

 

 審査意見 

（はじめに） 

本市は、好調な観光産業に牽引され、ホテルや住宅建設など建設業でも好調を

維持しており、市民税、固定資産税等の市税は増収傾向がみられる。本市の事業

においても沖縄振興特別推進交付金（いわゆる一括交付金）制度により、様々な 
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事業を実施することができた。一方、国民健康保険事業特別会計では平成 30 年

度の国保事業運営主体の県移行に向けて、一般会計からの政策的繰入金により累

積赤字の解消を果たしたが、国保財政の制度設計はほとんど変わっておらず、今

後も一般会計からの政策的繰入れが必要になると見込まれる。県内景気の好調な

今こそ、引き続き徹底した行財政改革が求められる。 

 

（決算の状況） 

平成 29 年度一般会計の決算における実質収支は、43 億 1,447 万円の黒字で、

前年度の実質収支 27億 2,246万円に比べ 15億 9,201万円増となっている。 

歳入は、1,469 億 2,056 万円で前年度に比べ７億 4,735 万円減となっている。

これは主に、市営住宅建替事業（補助金）等の減により国庫支出金が 24億 9,590

万円減、地方交付税が 12 億 2,949 万円減となったためであるが、一方、市民税

等の増により市税が 11 億 2,471 万円増、財政調整基金繰入金、退職手当繰入金

の増等により繰入金が 24億 2,836万円増となっている。 

歳出は、1,414億 9,307万円で前年度に比べ 11億 1,260万円減となっている。

これは主に、地域居住機能再生推進事業、街路整備事業（公共投資交付金）、宇

栄原市営住宅建替事業等の減により土木費が 40億 57万円減となったためである

が、一方、施設型保育（運営費負担金）、臨時福祉給付金給付事業、障害福祉サ

ービス等給付費等の増により民生費が 20 億 6,601 万円増、上間小学校校舎建設

事業、真和志中学校校舎建設事業等の増により教育費が 12 億 3,292 万円増とな

っている。 

また、歳入のうち翌年度へ繰り越すべき財源は 11億 1,300万円となっており、

前年度に比べ 12億 2,676万円減となっている。 

土地区画整理事業等、７つの特別会計の実質収支合計額は、15億 4,707万円の

黒字で、前年度に比べ黒字額が 13 億 1,771 万円増加している。これは主に、国

民健康保険事業特別会計の収支が 12 億 6,681 万円改善したことによるものであ

る。結果として、一般会計及び特別会計を合わせた実質収支は、前年度に比べ 29

億 972万円増の 58億 6,154万円の黒字となっている。 

 

（財政指標） 

普通会計における財政指標では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は

88.9％で、前年度に比べ 0.9 ポイント減少している。これは主に、人件費で 1.0

ポイント、補助費等で 0.6ポイント、物件費で 0.5ポイント減少したことによる

ものであるが、扶助費では 0.9ポイント、繰出金で 0.5ポイント増加している。 

実質公債費比率（平成 27年度～平成 29年度の平均）は 12.2％で、前年度に比

べ 0.6ポイント改善している。これは普通交付税が減となったものの、標準税収

入額等の増により同比率の分母となる標準財政規模が、平成 29 年度決算におい

て 15億 8,978万円増加したことが主な要因である。 

同比率は平成 25年度以降年々減少しており、平成 29年度末市債残高は、1,353

億 1,104 万円と前年度比で 21 億 805 万円の減となっているが、臨時財政対策債

の残高は 523 億 1,091 万円で、前年比 16 億 738 万円の増となっており引き続き

同市債発行の抑制に努められたい。 
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（繰越事業） 

平成 29 年度から翌年度へ繰り越す事業の総額は、一般会計及び特別会計で 69

億 5,640 万円となっており、前年度に比べ 35 億 3,467 万円減となっている。こ

れは主に、一般会計 30 億 2,992 万円、市街地再開発事業特別会計７億 1,632 万

円それぞれ減少したことによるものである。 

 

（むすび） 

自主財源の根幹である市税の収納率は、平成 22 年度以降毎年上昇し、平成 29

年度決算では 98.1％となっている。これは、中核市 54市中で８位、県内 11市で

は１位となっている。特に市民税は調定額、納税義務者がともに増え、固定資産

税についてもホテル等の大型建築物の増加により調定額が増加しているなど、県

内景気が上向いていることも大きいが、固定資産税については償却資産の申告勧

奨を強化するなど、調定額確保の取組みも効果を上げている。徴収体制について

も分業化、専任化により効率アップを図っている。また、国民健康保険税の滞納

繰越分の一部（国保資格喪失者）を納税課が担当するなど庁内連携の取組みも見

られる。今後も取組みの維持、充実に努められたい。 

平成 24 年の沖縄振興特別措置法の改正により創設された一括交付金制度は、

調定額が年々減少傾向にあったが、旺盛な事業需要に対応するため、平成 29 年

度は市町村間で調整可能な特別枠から２億円の追加配分を受けることができた。

今後も新文化芸術発信拠点施設整備事業等の大型施設建設が計画されているこ

とから、同交付金のより効率的、効果的な活用に努められたい。 

本市の大きな懸案事項となっていた国民健康保険事業特別会計の累積赤字は、

一般会計からの政策的繰入金や増となった前期高齢者交付金等により、前年度の

５億 6,949 万円の赤字から６億 9,732 万円の黒字となった。しかし、平成 30 年

度に国民健康保険事業の運営主体が県に移行した後も、前期高齢者財政調整制度

に起因する赤字により引き続き財政負担が生じることが予想されるため、沖縄県

の特殊事情に配慮した制度設計や財政支援措置を、県とともに国に対し引き続き

働き掛けられたい。 

なお、次のことについて適切な措置をとられたい。 

 

（１）ＡＥＤの管理について 

今や、市の施設の多くにＡＥＤ（自動体外式除細動器）が設置されているが、

一部に機器の耐用年数の経過に気づくのが遅れ、補正予算で購入した事例がみら

れた。 

ＡＥＤは適切な管理が行われなければ、緊急時に作動せず、救命効果に重大な

影響を与えるおそれがあることから、ＡＥＤを管理する全ての所管課で整備スケ

ジュール等の管理を徹底し、適切な予算措置を行うよう求める。 

 

（２）財務事務のリスク管理について 

国民健康保険課の高額介護合算療養費の還付業務において、引継ぎが不十分で

あったことから年度内に還付されず、次年度の予算から還付する事例がみられた。 

また、障がい福祉課の所管する歳入（国庫補助金）の一部に、交付決定の通知

があったにもかかわらず調定漏れとなった事例や、歳出においても償還金を補正 
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予算で計上すべきところ、計上漏れとなり流用で対応している事例がみられた。

現在は、交付金管理簿を作成して管理を徹底しているとのことであるが、いずれ

もリスク管理が不十分であったと言わざるを得ない。 

このような事例はどの部署でもありえることであり、リスク管理の視点をもっ

て、継続的に業務改善に取り組まれたい。 

 

 

 

平成 29 年度那覇市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書（まち

なみ整備課） 

那覇市告示第 344 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市土地

区画整理事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書（国民

健康保険課・特定健診課） 

那覇市告示第 345 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算書（まち

なみ整備課） 

那覇市告示第 346 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

 平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市市街

地再開発事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1030 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1031 
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平成 29 年度年度那覇市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書（ちゃ

ーがんじゅう課） 

那覇市告示第 347 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度年度那覇市

介護保険事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（国民健

康保険課） 

那覇市告示第 348 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市病院事業債管理特別会計歳入歳出決算書（財政課） 

 

那覇市告示第 349 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市病院

事業債管理特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1041 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1042 

 

 
 

 

 

平成 29 年度那覇市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算書（子育て応援課） 

那覇市告示第 350 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年（2018年）９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市母子

父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 351 号  

平成 30 年 11 月１日  

   

 

 

平成 30年９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市水道事業会計決

算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 29 年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て（上下水道局企画経営課） 

那覇市告示第 352 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 30年９月那覇市議会定例会で認定された平成 29年度那覇市下水道事業会計

決算の要領は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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公    告 

 

那覇市役所本庁舎駐車場借受者公募による制限付き一般競争入札の

実施について（管財課） 

那覇市公告第 387 号  

平成 30年 10月 22日  

掲 示 済  

 

那覇市役所本庁舎駐車場借受者公募による制限付き一般競争入札の実施に

ついて 

 

那覇市役所本庁舎駐車場を駐車場事業の用途として貸し付けするため、制限付き

一般競争入札による借受者の公募を実施します。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 公募に付する事項 

（１）契約の名称 

   那覇市役所本庁舎駐車場賃貸借契約 

（２）公募に付する物件 

    ①所 在 地：那覇市泉崎一丁目１番１号 

    ②貸付面積：6146.34㎡ 

（３）契約期間 

   平成31年（2019年）１月４日～平成36年（2024年）12月27日 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格 

（１） 那覇市内に本社や営業所を有する法人。 

（２） 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当しないこ

と。 

（３） 那覇市契約参加者指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４） 那覇市の市税を滞納していないこと。 

（５） 「那覇市役所本庁舎駐車場借受者公募要領」(以下「本公募要領」という。)

に定める条件及び法令等を遵守し、「借受者自らが貸付物件を自動車の時間

貸駐車場として、賃貸借期間中継続して営業・運営する事業」(以下「駐車場

事業」という。)を行う資力、能力等を有する法人であること。 

（６） 過去３年間において、官公庁及び民間等における駐車場運営等の実績を有し

ていること。 

（７） 申込みをしようとする法人及びその役員並びに個人が、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条及び那覇市暴力団

排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動

を行う団体でないこと。 

 

３ 公募要領の交付に関する事項 

（１）公募要領の交付及び応募申込受付けは、那覇市総務部管財課で行います。 

（２）公募要領配布、応募申込受付期間 

平成30年10月22日（月）～平成30年10月26日（金） 

※受付時間は、午前８時30分から正午、午後１時～午後５時15分 まで。 

（３）公募要領配布、応募申込受付場所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 管財課 庁舎管理G 

 

４ 入札執行の日時・場所 

（１）日 時 平成 30年 11月７日(水) 

午後１時 30分 受付開始 

午後１時 45分 事前説明開始 

午後２時 00分 入札開始 

 

（２）場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 501会議室 

         ※本庁舎駐車場は有料となっておりますので、できるだけ公共交通

機関をご利用下さい。 
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５ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

６ 入札保証金 

（１） 入札保証金は、入札前までに現金による納付とします。那覇市契約規則（1971

年那覇市規則第 13号）第８条の規定に該当する場合は免除とします。 

（２）入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積る入札額の 100分の５

に相当する額以上とします。 

（３）入札の場所における入札保証金の納付は認めません。 

（４）入札保証金が免除の場合は、入札保証金納付免除申請書（市様式）に入札保

証保険証券又は過去２年の間に契約のあった契約書の写し（那覇市契約規則第

８条第１項第３号）を提出してください。 

（５）入札保証金が免除の場合は、入札保証金の返還、帰属は適用されません。 

 

７ 入札の無効 

（１）入札に参加する資格のない者がした入札 

（２）委任状を持参しない代理人がした入札 

（３）入札書が所定の日時までに提出されない入札 

（４）同一事項について、２通以上の入札書が提出された入札 

（５）入札者が他の者の代理を兼ね、又は代理人が２人以上の代理をしてなした入

札 

（６）連合その他不正行為によってなされたと認められる入札 

（７）入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札 

（８）入札書に記名押印を欠いた入札 

（９）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札 

（10）入札書の日付を欠いた入札、又は入札の年月日と合わない入札 

（11）鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札 

（12）再度入札（２回目・３回目の入札）の前の入札に不参加の者がした入札 

（13）郵送による入札 

（14）その他入札に関する条件に違反した入札 

 

８ その他 

（１）借受者は、当該公募物件が公有財産であることに留意し、利用すること。 

（２）その他詳細については、「那覇市役所本庁舎駐車場借受者公募要領」による。 

 

【お問い合わせ先】 

那覇市 総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

電話：（代表）098-867-0111（内2078） 

（直通）098-862-9904 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１７２７号   2018（平成30）年11月１日 

 1063 

 

平成 31・32 年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請

の受付について（法制契約課） 

那覇市公告第 408 号  

平成 30 年 11 月１日  

  

 

 

平成31・32年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付

について 

 

 平成31・32年度那覇市発注建設工事等の競争入札参加資格審査申請の受付を次

のとおり行います。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札参加資格 

（１） 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しないこと。 

（２） 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認め

られた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（３） 建設工事については、建設業法第３条に規定する建設業の許可を受けて

いる者であること。また、同法第27条の23に規定する経営事項審査を受

けている者であること。 

（４） その他市長が定める入札参加資格要件を満たしている者であること。 

  

２ 受付期間 

（１） 市内・市外業者 

 平成30年12月３日（月）～平成30年12月21日（金） 

      午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

（ただし土曜日、日曜日を除く。） 

（２）県外業者  

平成31年１月９日（水）～平成31年１月22日（火） 

      午前９時～午前11時30分、午後１時～午後４時30分 

（ただし土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

  

３ 受付場所 

総務部法制契約課（市役所５階） 

※受付は全て持参の上、面談審査になります。 

（郵送による受付は、いたしません。） 
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４ 提出書類等 

    競争入札参加資格審査の提出要領によります。 

     ※申請書及び提出要領は、那覇市ホームページからダウンロードして 

ください。 

     ＵＳＢメモリを用いたデータ提出があります。 

 

 ５ 問い合わせ先 

    総務部法制契約課工事契約グループ 

  電話番号 直通 098－951－3253 

 

 

 

平成 31 年度（2019 年度）那覇市物品購入等入札参加資格審査申請（追

加申請）の受付について（法制契約課） 

那覇市公告第 409 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 31 年度（2019 年度）那覇市物品購入等入札参加資格審査申請（追加申

請）の受付について 

 

 

 平成 31 年度（2019 年度）において、那覇市が発注する物品の購入、売り払い、

製造等の競争入札の物品購入等入札参加資格審査申請（追加申請）の受付を次のと

おり行います。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 入札参加資格要件 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項各号のいずれ

かに定める者に該当しないこと。 

(２) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

た者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

(３) 営業に関し、法令上資格等を必要とする場合にあっては、それらの資格等を

有していること。  

(４) 平成30年11月１日において引き続き２年以上同種の営業を営んでいること。 

(５) 市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。  

(６) 代表者、役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のアからウまでの

全ての要件に該当すること。 

ア 暴力団（那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。以下「暴排条例」

という。）第２条第１号の暴力団をいう。以下同じ。)の関係者又は暴力団員（暴

排条例第２条第２号の暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 
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イ 暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。 

ウ 暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

※「官公需適格組合」として、証明を受けた者からの申請もできます。 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

(１) 配布期間  平成 30年 11月１日（木）～平成 30年 11月 30日（金） 

(２) 配布方法  本市ホームページからダウンロード 

※申請書類及び申請要領は、上記配布期間内（土・日曜日、祝日を除く。）に、

総務部法制契約課（那覇市役所本庁舎５階）でも、受け取ることができます。 

午前８時 30分～午後５時 15分（正午～午後１時除く。） 

※本庁舎の駐車場は、有料となっておりますのでご了承ください。 

 

３ 申請方法 

(１) 申請方法  原則として「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。 

（書留類・レターパック・宅配便など利用可） 

(２) 受付期間    平成 30年 11月 16日（金）～平成 30年 11月 30日（金） 

（11月 30日消印有効） 

(３) 送付先・問い合わせ先 

〒900-8585 

沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所総務部法制契約課 物品契約グループ 

電話番号 098-951-3253（直通） 

 

※なお、この申請は追加の登録申請であり、平成 30 年（2018 年）４月１日から平

成 32年（2020年）３月 31日までの期間で既に登録している者は、改めて申請をす

る必要はありません。 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

平成 31年(2019年)４月１日～平成 32年(2020年)３月 31日（１年間） 
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平成 31・32 年度（2019・2020 年度）那覇市庁舎等清掃業務及び警備

業務委託制限付一般競争入札参加資格審査申請の受付について（法制契約

課） 

那覇市公告第 410 号  

平成 30 年 11 月１日  

 

 

平成 31・32 年度（2019・2020 年度）那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委

託制限付一般競争入札参加資格審査申請の受付について 

 

 

 平成 31・32 年度（2019・2020 年度）の那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託

制限付一般競争入札参加資格審査申請の受付を次のとおり行います。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札参加資格要件 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号)第 167条の４第１項各号のいずれ

かに定める者に該当しないこと。 

(２) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

た者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

(３) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45年法律第 20号)第12

条の２に定める県知事の登録を受けていること。 

(４) 平成 30年 11月１日において清掃業務又は警備業務の営業実績が２年以上あ

ること。 

(５) 本市に本店、支店又は営業所（以下これらを「営業所等」という。）のいずれ

かを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等の要件は、

「那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札における営業所

等認定基準」（平成 23年 12月５日総務部長決裁）に定めるところによる。 

(６) 従業員数（清掃業務にあっては清掃員数、警備業務にあっては警備員数）が

５人以上であること。 

(７) 本市の市税を滞納していないこと。 

(８) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度に加入していること。 

(９) 賃金不払い等社会的不正行為がないこと。 

(10)  業務執行において不誠実な行為がないこと。 

(11)  経営及び信用の状況が良好であること。 

(12)  清掃員の制服制度があること。 

(13)  那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号)第２条第１号の暴力団

又は同条第２号の暴力団員に該当しておらず、又は関係していないこと。 

(14) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。 
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※「官公需適格組合(以下「組合」という。)」として証明を受けた者からの申請も

できます。組合での申請については、(４)及び(６)の要件に代えて、中小企業庁発

行の官公需適格組合証明書を添付すること。 

 

２ 申請書類（本市様式）の配布 

(１) 配布期間 平成 30年 11月１日（木）～平成 30年 11月 30日（金） 

(２) 配布方法 本市ホームページからダウンロード 

※申請書類及び申請要領は、上記配布期間内（土・日曜日、祝日を除く。）に総務部

法制契約課（那覇市役所本庁舎５階）でも、受け取ることができます。 

 

午前８時 30分～午後５時 15分（正午～午後１時除く。） 

※本庁舎の駐車場は、有料となっておりますのでご了承ください。 

 

３ 申請方法 

(１) 申請方法   原則として「郵送」による 

※郵送方法は、特に本市から指定はありません。 

（書留類・レターパック・宅配便など利用可） 

(２) 受付期間 平成 30年 11月 16日（金）～平成 30年 11月 30日（金） 

（11月 30日消印有効） 

(３) 送付先・問い合わせ先 

〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎１-１-１ 

那覇市役所総務部法制契約課 物品契約グループ 

電話番号 098-951-3253（直通） 

 

４ 入札参加資格の有効期間 

平成 31年（2019年）３月１日～平成 33年（2021年）２月末日まで（２年間） 
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 28 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

      指定（登録）番号  第 399 号 

      指定工事店名    比嘉工業株式会社 

      営業所所在地    沖縄県那覇市久茂地二丁目 24番７号 

代表者氏名     新里 孝夫 

有効期間      自 平成28年４月１日 

                至 平成33年３月31日 

      異動年月日     平成 30年９月 26日 

      異動事由      代表者の変更 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

那覇市上下水道局告示第 29 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 1 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第１号に基づき、次のとおり新規がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  
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      指定（登録）番号  第 507 号 

      指定工事店名    有限会社丸親建設 

      営業所所在地    沖縄県那覇市小禄一丁目 17番 23－105号 

代表者氏名     新垣 正明 

有効期間      自 平成30年10月11日 

                至 平成35年３月31日 

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 30 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

      指定（登録）番号  第 406 号 

      指定工事店名    株式会社世名城 

      営業所所在地    沖縄県中頭郡嘉手納町屋良一丁目３番地 13 

代表者氏名     宮平 永市 

有効期間      自 平成29年４月１日 

                至 平成34年３月31日 

      異動年月日     平成 30年 10月２日 

      異動事由      商号の変更 
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選挙管理委員会告示 
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公営ポスター掲示場の設置場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 22 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 3 日  

掲      示      済 

 

 

公営ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙における公職選挙法第 144条の２第４

項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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公営ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 23 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 3 日  

掲      示      済 

 

 

公営ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法第 144条の２第

５項の規定によるポスター掲示場のポスターの掲示を開始することのできる日は、

平成 30年 10月 14日からである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日につい

て 

那覇市選挙管理委員会告示第 24 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 3 日  

掲      示      済 

 

 

選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法（昭和 25年法律

第 100号）第 22条第２項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決

定の基準日、登録の日を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 被登録資格の決定の基準日  平成 30年 10月 13日 

（ただし、年齢については平成 30年 10月 22日） 

 

２ 登録の日  平成 30年 10 月 13日 
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 25 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 3 日  

掲      示      済 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例

に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請

求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。 

 

 

１ 地方自治法第74条第１項及び同法第75条第１項並びに市町村の合併の特例等に

関する法律第４条第１項及び同法第５条第１項に規定する選挙権を有する者の

総数の50分の１の数 

 

                5,184 人 

 

 

２ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項及び同法第５条第15項に規定す

る選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 

               43,198 人 

 

 

３ 地方自治法第76条第１項、同法第80条第１項、同法第81条第１項及び同法第86

条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

 

86,396 人 
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那覇市長選挙の期日について 

那覇市選挙管理委員会告示第 26 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

那覇市長選挙の期日について 

 

 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 33条第１項の規定により、任期満了に

よる那覇市長選挙を次のとおり行う。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 選 挙 期 日     平成 30年 10 月 21日 

 

 

投票用紙の色について 

那覇市選挙管理委員会告示第 27 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

投票用紙の色について 

 

 

平成 30年 10 月 21 日執行の那覇市長選挙の投票用紙の色を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 那覇市長選挙用紙の色        あさぎ 色 

 

２ 那覇市長選挙用紙印刷の文字の色   赤 色 
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投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 28 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

投票所について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙の投票所を別紙のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 29 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙における各投票区の投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 30 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

期日前投票所について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙の期日前投票の場所を以下のとおり定

める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 31 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙における期日前投票所の投票管理者及

びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 32 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙における投票記載所の氏名等の掲示（氏

名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 日 時  平成 30年 10 月 14日（日） 午後５時 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

 

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 33 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

平成 30 年 10 月 21 日執行の那覇市長選挙における選挙公報の掲載順序を定める

くじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 日 時  平成 30年 10月 14日（日）  午後５時 30分 

 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 
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選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 34 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

平成 30 年 10 月 21 日執行の那覇市長選挙における選挙長及びその職務を代理

すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

選 挙 長 

氏 名 松田 義之 

住 所 那覇市古島２丁目３番地５ 

職務を代理すべき者 

氏 名 日高 清義 

住 所 那覇市首里儀保町４丁目 112番地５ 

 

 

 

開票事務と選挙会事務の合同について 

那覇市選挙管理委員会告示第 35 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

開票事務と選挙会事務の合同について 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙おいて、公職選挙法（昭和 25年法律第

100号）第 79条第１項の規定により開票の事務は選挙会の事務にあわせて行うもの

とする。 

                

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 
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選挙会の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 36 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

選挙会の場所及び日時について 

 

 

平成 30 年 10 月 21 日執行の那覇市長選挙における選挙会の場所及び日時は、次

のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 日 時  平成 30年 10 月 21日（日） 午後９時 10分 

 

２ 場 所  那覇市字識名 1227番地 

那覇市民体育館 メインアリーナ 
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選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 

那覇市選挙管理委員会告示第 37 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 

 

 

 平成30年10月21日執行の那覇市長選挙の選挙運動に関する収入及び支出の報告

書の要旨の公表は次の方法で行う。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

公表の方法 ・・・ 那覇市公報に登載する。 

 

 

 

選挙運動に関する支出金額の制限額について 

 那覇市選挙管理委員会告示第 38 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

選挙運動に関する支出金額の制限額について 

 

 

 平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙につき、公職選挙法（昭和 25年法律第

100 号）第 194 条第１項第３号による選挙運動に関する支出金額は、次のとおりで

ある。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

 

那覇市長選挙  18,600,000円 
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期日前投票所における投票管理者の氏名等の変更について 

那覇市選挙管理委員会告示第 39 号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 5 日  

掲      示      済 

 

 

期日前投票所における投票管理者の氏名等の変更について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙の期日前投票所における投票管理者を

次のとおり変更する。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委 員 長  松 田  義 之 

 

 

１ 投票所   期日前第３投票所 

 

２ 変更する者 

 

 

（変更前） 

 

 

 

 

 

 

（変更後） 

日付 氏名 

10月 17日 金城 斉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 氏名 

10月 17日 新城 敦子 
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那覇市長選挙選挙長告示  

 

 

 

 

 

選挙長の事務を行う場所について 

那覇市長選挙選挙長告示第１号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

選挙長の事務を行う場所について 

 

選挙管理事務執行取扱規程（昭和 63 年沖縄県選挙管理委員会告示第３号）第 86

条の規定により、平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙における選挙長の事務を

行う場所は、次のとおりである。 

 

 

那 覇 市 長 選 挙 

選 挙 長    松 田   義 之 

 

 

１ 平成 30年 10 月 14日（日） 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

   第１研修室 

 

２ 平成 30年 10月 15 日（月）以降 

  那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 
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選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 

那覇市長選挙選挙長告示第２号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 30 年 10 月 21 日執行の那覇市長選挙における選挙立会人を定めるくじを行

う日時及び場所は、次のとおりである。 

 

 

那 覇 市 長 選 挙 

選 挙 長    松 田   義 之 

 

 

１ 日時 

平成 30年 10 月 18 日（木）午後５時 30分 

 

２ 場所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

候補者の届出について 

那覇市長選挙選挙長告示第３号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 4 日  

掲      示      済 

 

 

候補者の届出について 

 

 

平成 30年 10月 21日執行の那覇市長選挙において、候補者として別紙のとおり届

出があった。 

 

 

那 覇 市 長 選 挙 

選 挙 長    松 田   義 之 
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福祉事務所長訓令 

 

那覇市福祉事務所事務専決規程の一部を改正する訓令 

那覇市福祉事務所長訓令第１号  

平 成 3 0 年 1 0 月 1 9 日  

 公      表       済  

 

 

那覇市福祉事務所事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那覇市福祉事務所長 長嶺 達也  
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